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 第１章 基本方針                          
 

Ⅰ マニュアルの目的 

  ⼤規模災害発⽣時に被災者のスムーズな⽣活復旧を⽀援するため、豊橋市地域防

災計画に基づき、豊橋市および豊橋市社会福祉協議会（以下社協という。）が共同で

設置する豊橋市災害ボランティアセンター（以下センターという。）の開設・運営、

災害ボランティアコーディネーター（以下災害ＶＣという。）として活動する際の手

順などについて定めたものである。 

 
 

災害の種類や規模、被災地域によって状況は⼤きく異なるため、このマニュ

アルでは対応しきれないケースも想定されることから、実際のセンター開設・

運営にあたっては、豊橋市と社協、そして災害ＶＣが協⼒しながら臨機応変に

対応していくこととする。 
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Ⅱ 災害ボランティアコーディネーターとは 
 

⽇本における災害ボランティアは、「ボランティア元年」と⾔われる平成７年の阪神淡

路⼤震災の発⽣時に、全国から駆けつけた延べ約 137 万⼈のボランティアをきっかけに

広く認知されるようになってきた。 

  そうした各地からのボランティアを受入れ、被災者のもとへスムーズに送り出すパイ

プ役となるのが、災害ボランティアコーディネーターである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図 1】災害ボランティアコーディネーターの役割 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

【参考】災害ボランティアの例 

・ 阪神淡路⼤震災（平成 7 年）   のべ 137 万⼈ 

・ 東海豪⾬（平成 12 年）     のべ 19 万 5000 ⼈ 

・ 中越地震（平成 16 年）         のべ 9 万 5000 ⼈ 

・ 平成 20 年 8 ⽉末豪⾬（岡崎市） のべ 1900 ⼈ 

・ 東⽇本⼤震災（平成 23 年）      のべ 151 万 8000 ⼈（平成 29 年 1 ⽉まで） 

・ 熊本地震（平成 28 年）         のべ 12 万⼈（平成 29 年 5 ⽉まで） 

 
地震だけでなく、水害でも 

災害ボランティアが活躍︕ 

各地から 
駆けつける 
ボランティア 

災害ボランティア 
コーディネーター 

災害ボランティアセンター 被災者 

ボランティア活動紹介 

ボランティア登録 

ボランティア依頼 

被災者のもとへボランティアを派遣 
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Ⅲ 豊橋市災害ボランティアセンターとは 

センターは、被災者の⽣活復旧と⾃⽴を⽀援するため、各地から駆けつけてくれるボラ

ンティアを受け入れ、被災者の元へスムーズに送り出すための拠点として設置するもの

である。 
 

1．開設場所 

センターは下表の場所に開設する。 

ただし、⽀部については、被災状況、ニーズなどに応じて適宜開設する。 

 
 

【豊橋市災害ボランティアセンター開設場所】 

 

 

 

２．開設の判断 

豊橋市災害対策本部（以下、災対本部という。）が設置された後、豊橋市と社協が 

協議のうえ、開設を判断する。 

※センター開設の流れは【表 1（P4)】を参照。 

  

区分  施設名   所在地  
電話番号 

FAX 番号 

本部 総合福祉センター（あいトピア） 前畑町 115 
0532-57-2601 

0532-52-1112 

⽀部 

八町地域福祉センター 八町通五丁目 9 
0532-52-1341 

0532-52-8046 

つつじが丘地域福祉センター 佐藤五丁目 22-16 
0532-64-4510 

0532-64-4511 

⼤清水地域福祉センター ⼤清水町字⼤清水 546 
0532-25-6141 

0532-25-6522 

牟呂地域福祉センター 牟呂町字内⽥ 22-2 
0532-31-8885 

0532-31-6330 
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【表 1 災害ボランティアセンター開設までの流れ】 

時間経過 

の目安 
開設に向けての業務 

発災 災害発⽣ 

３時間以内 

(災害初期) 

被災状況の確認、情報を収集する。 

災対本部に市⺠協働推進課の職員が待機し、情報の収集にあたる。 

24 時間 

以内 

災害初期の段階で、数⼗⼾の被災家屋が報告されており、以後の情報収集によりさらに

被災家屋の増⼤が⾒込まれる場合、豊橋市と社協が連携し、「災害ボランティアセンター

開設準備室」（以下、準備室という。）を総合福祉センター（あいトピア）に設置する。 

３⽇以内 

準備室は、開設準備として、下記の業務を実施する。 

① 災対本部からの情報収集 

② センター開設予定地の総合福祉センター（あいトピア）および八町・つつじが丘・

⼤清水・牟呂地域福祉センターの被災状況と開設に必要な資機材等の確認 

③ 関係機関や登録している災害ＶＣへの協⼒要請 

④ ボランティア派遣など被災者ニーズの把握 

 ・財務部職員（災対本部証明・義援⾦班）が罹災証明等に関し、各⼾を訪問する際、

被災者ニーズを把握するチラシを配布する。 

・災対本部および社協への被災者ニーズやヘルパーを通じた要配慮者ニーズを収集す

る。 

・地域コミュニティ（⾃治会・⾃主防災会）に被災者ニーズ把握への協⼒を依頼する。 

７⽇まで 

被災者ニーズの把握により、豊橋市と社協が協議し、センター開設を判断する。 

①ニーズがある場合︓準備室を閉鎖し、センターを開設する。 

②ニーズがない場合︓センターを開設せず、準備室を維持または閉鎖する。 
 

＜開設後の流れ＞ 

・「災害対策本部員会議」で開設の報告をする。 

◆ニーズ︓約３０件未満 

・豊橋市と社協が連携し、災害ＶＣおよび社協登録ボランティアの協⼒により対応する。 

◆ニーズ︓約３０件以上 

・豊橋市と社協の連携のもと、災害ＶＣと協働してセンターを運営する。 

・報道機関および豊橋市ホームページ等を通じて災害ボランティアを募集する。 

 募集エリア（東三河、県内、全国等）は、被災状況やニーズ状況を⾒ながら必要に 

応じて設定する。 

・被災状況およびニーズに応じて、東三河各市の社会福祉協議会や愛知県社会福祉協議

会などに⼈員や資機材の協⼒を依頼する。 

７⽇以降 ボランティア依頼件数に応じ、センターの規模を拡⼤・縮小する。 

※時間経過の目安は、実際の被災状況に応じて臨機応変に対応する。 
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3．センターの運営 

（１）豊橋市と社協の連携のもと、原則、「豊橋市災害ボランティアコーディネーター養成

講座」の修了者など災害ボランティアについて知識・経験のある災害ＶＣを中⼼に

運営する。ただし、災害ＶＣが不⾜する場合、市職員や社協職員が補うものとする。 

（２）災害ＶＣを中⼼に運営を⾏うが、マニュアルに記載のない事項など、センターの円滑

な運営のため、災害ＶＣ、豊橋市、社協の 3 者が相談し、必要事項を決定する。 

（３）災対本部や愛知県広域ボランティア⽀援本部、愛知県社会福祉協議会など、各関係機

関と連携を取りながら運営する。 

（４）外国籍市⺠からのボランティア依頼は、通訳が必要となるケースが想定されるため、

多⽂化共⽣・国際課および豊橋市国際交流協会が設置する「災害時多⾔語情報セン

ター」など関係機関と協⼒し対応する。 

（５）センター本部およびセンター各⽀部への災害ＶＣの⼈員配置は、原則、災害ＶＣの住

所に応じ、【図２（P5）】のとおり配置することとするが、⽀部が開設されるまでは

全て本部の配置とする。また、市外の災害ＶＣについては、本部の配置とする。ただ

し、被災状況や災害ＶＣの参集状況により柔軟に対応する。 

【図２】災害ＶＣの配置・地域区割り 

 

 

⽀部︓牟呂地域 

福祉センター 

⽀部︓八町地域 

福祉センター 

本部︓ 

あいトピア 

⽀部︓つつじヶ丘 

地域福祉センター 

⽀部︓⼤清水 

地域福祉センター 
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第２章 災害ボランティアセンターの開設                
 

Ⅰ 開設準備 

１．活動に必要な資機材の確保 

（１）資機材等チェックリスト【様式 17】により資機材の確保を⾏う。 

被災状況などにより確保できない資機材は順次確保に努める。 
 

２．通信手段の確保 

（１）電話は外部通話できる回線（センター受付用、被災者ニーズ用の最低 2 回線） 

とファックス回線を準備する。 

（２）事務用ＰＣとメール回線を確保する。 

（３）緊急連絡用電話（優先回線）を確保し、その電話番号は公表しない。 
 

３．被災状況の把握 

（１）豊橋市及び社協は、災対本部と連携し被災状況を把握する。 

（２）被災状況を考慮し、ニーズ受付判断基準を作成する。 
 

Ⅱ 災害ボランティアセンターの運営 

（１）災害ＶＣ、スタッフとなったボランティアや市・社協職員などは、参集後に 

参集一覧表【様式 9】に名前等を記載する。 

（２）毎⽇朝夕の２回ミーティングを実施する。 

   ・朝（開始前）は、当⽇のコーディネートに役⽴つよう、ミーティング資料 

【様式 10】等により、災害の状況などを共有する。 

・夕⽅（終了後）は、当⽇の反省も踏まえ、ボランティアの活動報告状況など 

翌⽇への引継ぎ内容をまとめて共有する。 

（３）役割分担表【様式 11】により当⽇の役割分担を決定する。 

（４）夜間活動がある時など、必要に応じて臨時に会議を開催する。 

（５）災害ＶＣの業務が加重とならないよう配慮するとともに、必要に応じて地域協⼒ 

団体などにコーディネーター派遣依頼【様式 14】を⾏う。 

（６）ボランティア活動への参加についての問い合わせは、ボランティア照会対応表 

【資料 1】を参考に回答する。 
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Ⅲ 災害ボランティアセンター開設後の庶務 

１．広報 

（１）新聞社やテレビ局などマスコミ対応は市職員が⾏う。取材の際は社名、記者名、 

公表⽇時などを取材内容記録書【様式16】に記録する。 

（２）⽇々のボランティア受入れ状況など、⽇常的な情報提供は災対本部が発表するが、 

急遽、広報活動を⾏うことが必要となった場合は、災害ＶＣなどの協⼒により 

センターで対応し、発表内容を速やかに災対本部へ報告する。 

（３）災対本部からの情報【資料4】やボランティア間の連絡事項などを緊密に 

⾏うため、掲⽰板を設置し情報を共有する。 
 

２．ボランティア受け入れに必要な財務（予算） 

（１）資機材等の費用 

資機材、電話料などの費用は、センターの市職員と災対本部で協議し、豊橋市が 

執⾏する。 

（２）ボランティア活動保険の加入手続き 

ボランティア活動保険の加入および経費負担、並びに保険料の徴収は、センターの

社協職員が愛知県社会福祉協議会と協議して対応する。 

（３）義援⾦、寄附⾦の取り扱い 

センターでは原則として、義援⾦、寄付⾦など現⾦は取り扱わないものとする。 

やむを得えず必要となった場合は、市職員が取り扱うものとし、台帳を作成して 

管理する。 

（４）救援物資の取り扱い 

救援物資は、災対本部での受け入れとする。必要な資機材が不⾜するときなど、 

やむを得ない場合に限り、災対本部との調整により必要な種類・数量の救援物資を

センターで受け入れることとし、台帳を作成して管理する。 
 

３．資機材の管理 

（１）資機材の適切な管理・確保のため、物資管理台帳【様式 15】を作成し、毎⽇時間を 

定めてチェックする。 

（２）市職員は資機材等チェックリスト【様式17】および、物資管理台帳【様式15】を 

管理し、資機材の安定確保に努める。 
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４．活動記録 

（１） 今後の災害対応に役⽴てるため、センターで使用した書類等は保存し、活動現場や

センター内の雰囲気、トラブルの有無及び対応など⽇常の状況について、記録に残

すように努めるものとする。 

（２） 参加した災害ＶＣからも⽇々の活動後及びセンター閉鎖後に活動状況を報告しても

らい、記録するよう努めるものとする。 

（３） ⼤規模災害時には近隣の他市町村においてもセンターが設置されることが考えられ

るため、関係機関からの活動報告などをできる限り入手し、相互に情報交換ができ

るよう努めるものとする。 
 

５．災害対策本部への連絡 

災害対策本部事務局への連絡表【様式12】により、災対本部へ情報提供を⾏う。 
 

６．その他 

マニュアルに定めのない事項については、その都度、市職員、社協職員、災害ＶＣで 

協議し、決定するものとする。 
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第３章 被災者からのボランティア依頼ニーズへの対応                 
 

Ⅰ 被災者ニーズの把握 

１．ニーズ把握の担当者  

ニーズを把握する担当者は、ニーズを的確に聞き取り、短時間で対応を判断する必要が

あるため、知識や経験のある者を選任する。 

 

２．ニーズの聞き取り 

（１）電話または来訪者からボランティアに依頼したい活動【資料 3】を参考に聞き取り、

「ニーズ把握表」【様式 3】に依頼内容を整理する。聞き取る際には、以下のことに留

意し聞き取りを⾏う。なお、受理・不受理の措置が決定するまで通話を切らない。 

【ポイント】 

・いつ、どこで、何を、どうしたいのか、それはなぜか。 

・誰が、誰のために依頼しているのか。 

・活動上の留意事項はあるか、その理由は何か。 

・ボランティアは、いつまでに、どこに集合すればよいか。集合場所までの目印。 

（２）被災地の混乱の中では様々な依頼が予想されるため、依頼内容に安全性などの問題が

あると判断したものは受理しない。（Ⅱ ニーズ受付の判断（Ｐ１０）参照） 
 

３．「ボランティア依頼表」の作成  

（１）「ニーズ把握表」の内容を「ボランティア依頼表」【様式 4】にまとめる。 

（２）「ボランティア依頼表」をコピーする。（※「ニーズ把握表」と同じ番号を記入する。） 
 

４．「活動紹介表」の作成 

（１）「ボランティア依頼表」コピーを参考に、「活動紹介表」【様式 5】を作成する。 

（※「ボランティア依頼表」と同じ番号を「活動紹介表」に記入する。） 

（２）当該地区の住宅地図をコピーし、「ボランティア依頼表」コピーと、「活動紹介表」を

封筒に入れる。ただし、プライバシー保護のため、「活動紹介表」には必要最低限の個

⼈情報を記載する。（※「活動紹介表」と同じ番号を地図のコピーに記入する。） 
 

５．災害ボランティアの人員把握 

受付後、災害ボランティアの⼈数を把握する。 

・被災者からのボランティアニーズよりもボランティアが多いと予想される場合、 

センターを周知するチラシや⽀援活動の内容を周知する資料を作成・配布する。 

・ボランティアが⾜りない場合、広報担当（市職員）を通じて報道機関等へ募集の 

協⼒を依頼する。 
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Ⅱ ニーズ受付の判断 

ニーズ把握担当は、以下に留意し主観的判断を避けるよう努めること。 

また、判断に迷う場合は即答しない。 

 

＜不受理とするもの＞︓ボランティアの命に関わるような活動 

・住宅応急危険判定の｢危険(⾚)｣、｢要注意(⻩)｣の家の中での作業 

・屋外の高所作業、重労働など、ボランティアの安全確保や対応ができない活動 

  

（１）安全性の確認 

損壊した家屋の状態や作業内容などを詳しく聞き、軍手やヘルメットなどの装備に

より安全性を確保できるか具体的に確認する。無理な場合、専⾨業者に依頼するこ

とをお願いする。 

 

（２）労働についての確認 

現場の状況や作業内容を詳しく聞き、エレベーターの停⽌している高層住宅の作業

では階数を、冷蔵庫、ピアノなどの重量物搬出があるか具体的に確認する。 

無理な場合、専⾨業者に依頼することをお願いする。 

 

（３）その他 

被災者⽀援を目的とする意味合いが強い活動は、ボランティアの⾃発性の原則に⽴

ち、ボランティア⾃身に決めてもらうことも考える。 

 

■便利屋 ⾃助、共助を原則とし、ボランティアを「安上がりな便利屋」

と考え依頼をしている場合もあるので注意する。 
  

■営業活動 企業の事務所など営利を目的とする場所での活動は断る。ただ

し、復興初期の商店街からの依頼など、地域にとって必要なも

の、営利のみを追求するものでない場合もあるので注意する。 
  

■政治・宗教 政治的・宗教的活動が主な目的と考えられる活動は断る。ただ

し、本来の目的とは別に、団体がボランティア活動を⾏うこと

もあるので注意する。 
 

災害の種類によってはこの限りではないため、臨機応変に対応すること。 

（例） 
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第４章 災害ボランティアのコーディネートについて          
 

Ｉ コーディネートの流れ 

 災害ＶＣはセンター開設後、以下の手順により、参集したボランティアと被災者ニーズを

コーディネートする。 
 

事前オリエンテーション 
・被災状況説明 

・ボランティア活動の流れを説明 

・活動参加マニュアル【様式 1】の配布 
 

受付 

・受付表【様式 2】に記入を依頼 

※ボランティア保険に入っていない場合加入を促す 

・豊橋市災害ボランティア証明シールの配布 

・活動紹介表【様式 5】に貼る付せんの配布 
 

活動紹介 
・活動紹介表以外を活動オリエンテーションへ送付 

・活動紹介表に活動オリエンテーションの担当者を記入し掲⽰ 

・⼈数が揃ったら活動紹介表を外し活動オリエンテーションへ案内 
 

活動オリエンテーション 
・ボランティア依頼表【様式 4】をもとに詳しい活動内容を説明 

・活動場所への⾏き⽅を説明、住宅地図のコピーを配布 

・書類をすべてそろえて送り出しへ案内 
 

送り出し 

・帰着時間、緊急連絡⽅法の確認 

・活動紹介表を活動中の掲⽰場所に掲⽰ 

・必要に応じ資機材貸出や輸送担当へ案内 

・送り出し一覧表【様式 6】に記入 
 

ボランティア活動の実施 
 

送り出し 

・活動紹介表の帰着⼈数及び氏名の確認 

・送り出し一覧表に帰着時間等を記入 

・負傷者、体調不良者の有無を確認 

・貸出資機材の返却を確認 

・書類をすべてそろえて活動報告へ案内 
 

活動報告 

・リーダーに活動報告書【様式 7】の記入を依頼 

・問題点や課題の聞き取り 

・活動終了の告知（ボランティアをねぎらう） 

・すべての書類のまとめ 
 

●情報の共有化と記録 
1 ⽇のボランティアコーディネート終了後、問題点等をミーティングで協議し改善に努める。 

1 ⽇の活動記録をまとめて、記録担当に報告する。 
※災害ボランティアセンターの配置については【図 5（Ｐ16）】、書類の流れについては【図 6（Ｐ17）】参照。 
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Ⅱ 各パートの説明 

１．事前オリエンテーション 

災害ＶＣはボランティアを速やかに受入れるため、ボランティアを誘導・整列させ、

事前オリエンテーションを⾏う。ボランティアが多数参集した場合、先に 15〜20 ⼈の

グループに分け、受付の混雑緩和に努めるものとする。 
（１）被災地の状況やボランティア活動の現状について説明する。 

（２）活動参加マニュアル【様式 1】をボランティアに配布し、受付から活動終了までの

流れを説明する。 
 

２．受付 

   センターは毎⽇決められた時間に開設し、順次、ボランティア受付を⾏う。 

（１）ボランティア希望者に受付表【様式 2】を渡し、必要事項を記入してもらう。 

（２）活動を選択する「付せん」をボランティアに渡し、氏名を記入してもらう。 

※「付せん」は男⼥で⾊を区分する。 

（３）専⾨知識、資格を持っているボランティアがいた場合、ニーズ受付担当と活動紹

介に情報を伝える。 

（４）豊橋市災害ボランティア証明シール【図３（P12)】を渡し、氏名を記入のうえ、

服の上から⾒やすい位置に貼ってもらう。 

（５）豊橋市市⺠活動総合補償制度【図４（P13)】について説明し、天災への備えを

希望する者には「ボランティア保険天災プラン」への加入を促す。 

（６）受付終了後、ボランティアの受付件数を集計し、記録担当に報告する。 

 

 

 

【図３】 豊橋市災害ボランティア証明シール 
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＜ボランティア活動中の保険について＞ 

  活動中にボランティアが被害を受けたり、逆に損害を与え、賠償の責任を負うことにな

った場合、市内在住の有無に関わらず、「豊橋市市⺠活動総合補償制度」が適用される。 

ただし、この補償制度は、余震など天災による事故等は対象外となるため、希望者にはボ

ランティア活動保険（天災タイプ）への加入が必要となる。 

 
 

【図４】豊橋市市⺠活動総合補償制度 補償内容 
傷害補償 市⺠活動中に偶然な事故により活動者が死亡または負傷した場合に⽀払われます。 

区 分 補 償 額 

傷

害

補

償 

死亡保険⾦ ２００万円 事故⽇から１８０⽇以内に死亡したとき 

後遺障害保険⾦ 
６万円〜２００万円 事故⽇から１８０⽇以内に後遺障害を⽣じ

たとき（２００万円に障害の程度に応じた率を乗じて得た⾦額） 

入院保険⾦ ⽇額 ３，０００円 事故⽇から 180 ⽇以内 

通院保険⾦ 
⽇額 ２，０００円に通院⽇数を乗じて得た⾦額 事故⽇から起算

して１８０⽇までの間において９０⽇を限度 

 ❏対象とならない場合❏ 

   ○活動者の故意  ○戦争、暴動その他社会的騒乱  ○活動者の犯罪⾏為や闘争⾏為 

   ○地震、洪水その他の天災  ○活動者の⼼神喪失や持病 

  ※上記「対象にならない場合」以外でも、後遺障害保険⾦については、対象とならない場合

もあります。 

  ※通院・入院が１⽇でも保険⾦が受けられます。 
  

賠償責任補償 市⺠活動中に他⼈の⽣命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う 

とき、補償額の範囲内で⽀払われます。 

区 分 補償額（上限） ⾃己負担額 

賠償責

任補償 

対⼈ 身体賠償 
１名  ６，０００万円 

１事故 ３億円 
１万円 

対物 財物賠償 
１事故 １，０００万円 

１事故 １００万円（主催者の保管物） 

 ❏対象とならない場合❏ 

   ○活動者の故意          ○戦争、暴動その他社会的騒乱 

   ○地震、洪水その他の天災     ○⾃動⾞による交通事故 

  ※活動団体内の損害は対象になりません。 

  ※対物の事故が起きた場合は、必ず状況がわかるように写真を撮ってください。 
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３．活動紹介 
   活動紹介を掲⽰し、ボランティアに活動内容、注意事項を紹介する。 

（１）ニーズ把握担当から送られてくる封筒から活動紹介表【様式 5】を取り出す。 

※残りの書類は封筒ごと活動オリエンテーション担当に送付する。 

（２）活動紹介表を⾒て、活動内容、男⼥別のニーズ、活動時間帯、急ぐものなどを 

説明する。 

（３）ボランティアに活動紹介表に名前カードを貼ってもらう。 

※「できる活動（やりたい活動ではない）」を選択してもらうよう促すが、活動の選択・

決定はボランティアの⾃発性を尊重し、活動を強要しない。 

（４）⼈員が集まった活動紹介表とともに、その活動参加者全員を活動オリエンテーシ

ョン担当に引き渡す。 

※集合時間が迫っている活動紹介表で⼈数が集まらない場合は、ボランティアに参加

を促し、スムーズに送り出せるよう⼼掛ける。 
 

４．活動オリエンテーション 

   ⼈数が集まった活動グループごとに活動概要、注意事項を説明し、送り出し担当のも

とに誘導する。 

（１）締め切られた活動紹介表に、活動オリエンテーション担当者名を記載する。 

（２）活動紹介担当から送られてきた封筒からボランティア依頼表【様式 4】のコピー

を取り出し、内容を確認する。 

（３）募集⼈員に達した活動グループごとに現地での活動概要、注意事項を説明する。 

※プライバシー保護のため、依頼表は⾒せず、必要事項を各⾃にメモしてもらう。 

（４）活動場所への案内として、住宅地図のコピーを渡し、⾏き⽅を説明する。 

（５）活動グループのリーダーを選出してもらい、センターと依頼者との連絡役を 

お願いする。 

（６）説明終了後、グループを送り出しへと誘導する。また、封筒に入れた活動紹介表

とボランティア依頼表を、送り出し担当に渡す。 
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５．送り出し（資機材貸出と返却・送迎⽤の⾞両） 

  ボランティアを活動に送り出し、活動中のボランティアの状況を把握する。 

（１）送り出し前 

① センターへの帰着時間、緊急時の連絡⽅法の確認等を⾏う。リーダーの承諾を得

られれば、携帯電話の番号などを控え、緊急時の連絡手段とする。 

② ボランティアの携⾏品はボランティア側で準備し、その責任は各⾃にあることを

説明・承諾してもらう。 

③ 活動に必要と思われる資機材を貸与する。 

※状況により資機材置場が別の場所にある場合は、資機材置場を案内。 

④ 貸出した資機材は、活動終了後に必ず「送り出し」に返却したうえで、活動報告

へ⾏くよう説明する。 

※遠⽅へのボランティア等、⾞両を使って送迎する場合、⾞両待機場所を案内。 

（２）送り出し後 

① グループを送り出した後、ボランティア送り出し一覧表【様式 6】を作成する。 

② 封筒から活動紹介表を取り出し、「活動中の掲⽰板」に掲⽰する。 

③ ボランティアが帰着したら一⼈ひとりを労い、⼈数および資機材の返却を確認する。 

④ 送り出し一覧表に帰着⼈数と時間を記入し、掲⽰板の活動紹介表を封筒に入れ、

グループを活動報告担当に案内する。 

 

[資機材の貸出・返却] 

① 活動紹介表に基づき、スコップやデッキブラシなど活動に必要な資機材を準備し、 

ボランティアに使用⽅法、注意事項を説明する。 

② 帰着後は資機材を洗浄のうえ、返却してもらい、その後、送り出し担当に帰着報告す

るよう伝える。 

③ ボランティアから返却された資機材の補修手入れなどを⾏う。 

④ 資機材の在庫を確認し、不⾜する資機材等あれば、市職員（総務担当）へ連絡する。 
 

[送迎用の⾞両] 

センターから概ね 1 ㎞以上の遠隔地での活動は、⾞両での送迎を⾏う場合もある。 

なお、⾞両の調達は、近隣の⾃治体や社協、企業などの協⼒を得るものとする。 

① ⾞両を使う場合は、リーダーに出発時刻、活動終了時の迎えの段取りなどを説明する。 

※迎えを要請する際の手段として携帯電話の番号を伝える。 

② 巡回⾞両による送迎を⾏う場合、発着場所・時刻と活動終了後の集合場所・時刻を 

伝える。 
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６．活動報告 
活動実績の確認とボランティアのケアを⾏う。 

（１）「送り出し」担当者に帰着報告が済んでいるか確認し、活動紹介表により、 

送り出し⼈数と帰着⼈数を照合するとともに、負傷者や体調不良者の有無を 

確認する。 

※グループ一⼈ひとりの表情・態度などから観察し、個別フォローを⾏う。 

（２）活動報告書【様式 7】の各項目について、グループで相談し記入してもらう。 

ただし、活動グループ全員の氏名欄についてはボランティア各⼈の⾃署とする。 

（３）活動結果として、目的の達成度の確認をする（○がついているか確認）。 

（４）センターおよび現地での問題点についても確認し、記載ない場合、追記してもらう。 

※場合によっては問題点や苦労した点などを詳しく聞き取り、今後の参考とする。 

（５）活動を終えたボランティアから申し出があれば活動内容を確認後、ボランティア

活動証明書【様式 8】を渡す。 

（６）「活動紹介表」「ボランティア依頼表のコピー」「活動報告書」を封筒に入れ、 

記録担当に渡す。 

 

 
【図５】災害ボランティアセンター配置イメージ 
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【図６】書類の流れ 
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※書類名の前の丸数字は様式番号を表す。 

⑦活動報告書 ⑤活動紹介表 ④ボランティア 
依頼表(写) 

袋 

⑤活動紹介表 ④ボランティア 
依頼表(写) 

袋 

⑥送り出し一覧表 

⑤活動紹介表 ④ボランティア 
依頼表(写) 地図(写) 

袋 

⑤活動紹介表 ④ボランティア 
依頼表(写) 地図(写) 

袋 

④ボランティア
依頼表(写) ⑤活動紹介表 

地図(写) 

袋 
③ニーズ把握表 

④ボランティア
依頼表 

⑤活動紹介表 ④ボランティア 
依頼表(写) 

袋 

①活動参加 
マニュアル 

①活動参加 
マニュアル 

②受付表 

ボランティア 
証明シール 

②受付表 

ボランティア 
証明シール 

⑤活動紹介表 

⑤活動紹介表 

⑥送り出し一覧表 

⑤活動紹介表 

 掲示 

地図(写) 

⑦活動報告書 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

ボランティア活動実施 
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第５章 災害ボランティアセンターの閉鎖                

Ⅰ 閉鎖に向けた協議・検討  

災害の復旧が進むなか、⽇々の⽣活における被災者ニーズも変化していく。 

以下の観点に⽴ち、ニーズや課題の洗い出しと今後の取り組みを協議・検討する。 

また、センターの閉鎖に向け、関係機関と協議を重ねながら⽅向性を確認する。 

（１）被災者⽀援として、当初目的を果たしたか。 

（２）潜在化されたニーズ、⾒落としているニーズはないか。 

（３）⽀援活動はいつ頃、どのように終了させるか。 

（４）閉鎖した場合、被災者の不安感を増⼤させないか。その対応策があるか。 
 

Ⅱ 閉鎖の決定 

センターの閉鎖は、豊橋市と社協が協議し、閉鎖⽇の１週間程度前を目安に決定する。 

ただし、被災地が広範囲の場合やボランティアが県外各地から参集している場合などは、

周知の期間も考慮し、閉鎖⽇を決定する。 
 

１． センター閉鎖の周知 

（１）閉鎖決定後、速やかにマスコミやホームページ等を活用し、広く一般に周知する。 

（２）ボランティア団体や医療機関など関係機関には、直接、閉鎖の連絡を⾏う。 

＜解散式の実施＞ 

センター閉鎖を市内外に周知するとともに、センター運営・被災者⽀援に携わった

関係者・関係機関への労い・感謝を込め、可能な範囲で解散式等の機会を設ける。 
 

２．閉鎖後の主な業務 

   活動の整理、評価分析をはじめ、今後の参考とするため、以下の業務を⾏う。 

① 閉鎖後も⽀援が必要なニーズについて対応する機関への引き継ぎ 

② 関係機関から借り上げた資機材の返却 

③ センターでの活動の記録、報告書の作成 

④ 協⼒⽀援機関や活動団体へのお礼と報告 

  



19 

 

第６章 平常時の取り組み                       
Ⅰ 災害ボランティアコーディネーターの養成 

１．養成講座およびレベルアップ講座の開催 

   豊橋市および社協は、⼤規模災害時のスムーズな被災者⽀援のため、災害ＶＣの確保 

と資質向上を目的に以下の講座を開催する。 
 

（１）災害ボランティアコーディネーター養成講座 

災害ＶＣに必要な知識および技術を習得するため、講義と実習による講座を開催。 

（２）災害ボランティアコーディネーターレベルアップ講座 

養成講座修了者のスキルアップ、コーディネート能⼒維持を目的とした講座を開催。 

 

 

 

 

 

 
 

２．豊橋市総合防災訓練への参加 

地震・風水害など様々な災害時に備える訓練として、 

被災者⽀援等に従事する関係機関等の相互協⼒体制の確⽴

をはじめ、⺠間防災体制の強化及び市⺠防災意識の高揚を

図ることを目的に、災害ボランティアコーディネーター連

絡会（以下連絡会という。）として参加する。 

各機関の災害時の活動を学び、相互協⼒体制の強化を図る

とともに、災害ＶＣのスキルアップを図る。 
 

Ⅱ 災害ボランティアコーディネーター連絡会 

養成講座修了者は、連絡会の会員として登録し、センター開設時には災害ＶＣとして 

運営の中⼼となる。会員の種別は以下のとおり。 

① Ａ会員︓災害時にセンターで活動するほか、年間を通じて連絡会の活動に参加する。 

② Ｂ会員︓災害時にセンターで活動する。 
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Ⅲ 関係機関・団体との連携および協働 

１．豊橋市自治連合会、各校区・町自治会との連携 

センター開設の周知や被災者ニーズの集約など地域と緊密に連携することで 

効果的・効率的に実施できる事業について、平常時からネットワークづくりに努める。 
 

２．社会福祉協議会との連携 

災害時に広域的な窓⼝となる全国社会福祉協議会（共同募⾦会）のネットワークを 

活用するため、愛知県社会福祉協議会との情報交換に努める。 
 

３．豊橋市国際交流協会との連携 

外国籍市⺠が多く在住する豊橋市においては、⾔葉の通じない外国⼈被災者ニーズへ

の対応が重要である。 

平常時から豊橋市国際交流協会と連携し、災害対策本部に設置される「災害時多⾔語情

報センター」から災害時通訳ボランティアを派遣するための協⼒体制を確⽴する。 

また、災害ＶＣの活動・役割等を理解するため、講座等を通じて連携するよう努める。 
 

４．災害活動を専門とするＮＰＯ等との連携 

「豊橋防災ボランティアコーディネーターの会」など、災害活動への実績のあるＮＰ

Ｏ等と連携し、講座を開催するなど、災害ＶＣの⼈材育成および知識・能⼒アップに向

けた取り組みを進める。 

また、他の災害時活動に取組むＮＰＯなど様々な活動グループの情報把握に努める。 
 

５．その他関係機関との連携 

⽇本⾚⼗字社や公益社団法⼈豊橋⻘年会議所等とも情報交換し、被災時には連携して

被災者⽀援を推進するものとする。 
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